
証券コード　7427
平成31年４月26日

株 主 各 位
兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目１番23号

代表取締役社長 豊　　田　　　　実

第48回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、当社第48回定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、令和元年５月21日（火曜日）
午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 令和元年５月22日（水曜日）午前10時
２．場 所 兵庫県尼崎市長洲西通１丁目３番地23号

エコーペットビジネス総合学院５階　多目的ホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第48期（平成30年３月１日から平成31年２月28日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第48期（平成30年３月１日から平成31年２月28日まで）
    計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が
生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.
echotd.co.jp/）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成30年３月１日から
平成31年２月28日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

(１) 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、豪雨や地震などの相次ぐ自然災

害の影響もある中、好調な雇用環境を背景に景気は緩やかな回復基調で推

移したものの、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済の不

確実性、金融資本市場の変動などに留意が必要であり、依然として先行き

不透明な状況が続いております。

　ペット業界におきましては、個人消費の持ち直しや猫人気による猫の飼

育頭数の増加など需要増加の動きが見られたものの、単身世帯や核家族世

帯の増加による新規飼育の減少など、ペット関連市場を取り巻く経営環境

は依然として厳しい状況が続いております。

　このような状況の下、平成30年３月１日より営業本部を東日本と西日本

に区分し、責任と役割の明確化を図るとともに、関東エリアの再編のため

に横浜支店を廃止し、関東支店の配下に関東第１営業部・関東第２営業部・

横浜営業部・管理部をそれぞれ新設いたしました。営業本部内を東日本と

西日本に区分することにより、市場や取引先様への迅速な対応を更に強化

し、依然として継続している業界内の価格競争激化及び物流コストの増加

へ対応しております。

　ペットフード・ペット用品の卸売事業につきましては、「日本一のペッ

トカテゴリー企画会社」を目指して、ペットの専門知識や企画力を高め、

商品の安定供給から売場づくりの企画提案までのトータルプロデュースを

行い、顧客満足度を高めてまいりました。また、在庫管理では単品管理に

よる在庫回転率の向上、物流面ではローコストオペレーションによる物流

コストの削減を継続して進めております。

　一方、ペッツバリュー株式会社では、店舗開発事業の管理店舗数が256店

舗になり、また、商品開発事業では高付加価値商品の開発及び販売を推進

いたしました。
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　また、株式会社Ｉ＆Ｉでは、商号を株式会社ケイ・スタッフより変更し、

得意先様の売場活性化に繋がる営業企画提案を引き続き実施しており、卸

売事業の販売促進を支援することによる売上拡大を図ってまいりました。

　以上の結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は、810億５千４百

万円（前期比1.6％増）となりました。しかしながら、低価格志向の影響に

よるペットフード及びペット用品類の販売価額の下落は依然として継続し、

在庫管理の徹底による適正在庫や業務の効果・効率化を進めたものの、配

送費用の増加や労働人口の減少による人件費の増加などにより、販売費及

び一般管理費は95億３千４百万円（前期比1.9％増）となり、営業利益は６

千９百万円（前期比68.7％減）となりました。

　経常利益は７千１百万円（前期比68.9％減）となり、また、親会社株主

に帰属する当期純損失は１千７百万円（前期は親会社株主に帰属する当期

純利益１億７千５百万円）となりました。
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　企業集団の品目別の売上高は、次のとおりであります。

区 分 金 額 ( 百 万 円 ) 前期比 (％ ) 構成比 (％ )

ペット
フード

ド ッ グ フ ー ド 13,198 94.5 16.3

キ ャ ッ ト フ ー ド 21,914 99.4 27.0

ス ナ ッ ク フ ー ド 19,057 105.2 23.5

鳥･小動物･観賞魚等フード 3,322 106.9 4.1

小 計 57,493 100.4 70.9

ペット
用　品

犬 ・ 猫 用 品 19,200 104.6 23.7

そ の 他 用 品 4,040 103.8 5.0

小 計 23,241 104.5 28.7

そ の 他 320 110.8 0.4

合 計 81,054 101.6 100.0

（注）　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（ペットフード）

　ドッグフードにつきましては、シニア・小型犬対応のニーズ拡大や素材に

こだわった高付加価値のプレミアムフードへの需要は高まっているものの、

飼育頭数の減少による市場への影響が大きく、ドッグフード市場は引き続き

縮小傾向となっております。この結果、売上高は131億９千８百万円（前期

比5.5％減）となりました。

　キャットフードにつきましては、猫の飼育頭数が微増推移となり、キャッ

トフード市場としてはほぼ横ばいで推移いたしました。ドライフードにお

けるプレミアムタイプの需要拡大は継続しているものの、ウエットフード市

場は横ばいでの成長率となりました。この結果、売上高は219億１千４百万

円（前期比0.6％減）となりました。

　スナックフードにつきましては、キャットスナックの市場拡大が依然継続

しており、市場全体の拡大を牽引しております。シニア・小型犬の飼育頭数

が増加する中、健康や食べやすさなどに配慮した商品も新たに投入されてお

ります。この結果、売上高は190億５千７百万円（前期比5.2％増）となりま

した。

　鳥・小動物・観賞魚等フードにつきましては、大型魚・海水魚の人気低迷

や熱帯魚関連市場の停滞は継続しておりますが、鳥・小動物のフードに関し

ては犬猫用のフードと同様に高機能・高品質フードの需要が高まりました。
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この結果、売上高は33億２千２百万円（前期比6.9％増）となりました。

（ペット用品）

　犬・猫用品につきましては、室内飼育率の上昇やペットサロンのトリミン

グ価額の低下などによりシャンプー類やしつけ剤等の市場は年々縮小傾向

となっておりますが、飼い主のペットに対する衛生意識の高まりによりトイ

レ用シーツと猫砂は当期も堅調に推移いたしました。また、オムツに関して

は飼い主のマナー意識の向上やペットと同伴可能な施設の増加等により、引

き続き好調に売上を伸ばしております。この結果、売上高は192億円（前期

比4.6％増）となりました。

　その他用品につきましては、単身世帯の増加や認知度の向上により、自動

給水器・自動給餌器は好調に推移いたしました。また、ペットの家族化によ

るデザイン性や利便性に優れたケージやサークルの需要は拡大しておりま

す。この結果、売上高は40億４千万円（前期比3.8％増）となりました。

(２) 設備投資の状況

　設備投資につきましては、特に記載すべき事項はありません。

(３) 資金調達の状況

　資金調達につきましては、特に記載すべき事項はありません。

(４) 対処すべき課題

今後の景気動向につきましては、政府による経済政策などを背景に、雇

用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな成長が続くものと期待されます。

ペット業界におきましては、原材料価額の高騰による仕入価額の上昇、業

界内の価格競争激化及び人件費や物流コストの高止まりが継続すると予想

され、ますます厳しい経営環境が続くものと思われます。

こうした状況の下、当社の創業50周年（2020年）に向けて策定いたしまし

た新中長期経営計画の新ビジョン『Ｉ2☆50　お客様満足度ＮＯ．１－スピ

ード・成長・拡大』を基本に、着実な利益改善による数値目標達成に向けて

取り組んでまいります。

そのために、卸売事業につきましては、市場や取引先様への迅速な対応を

更に強化するとともに、チャネル・エリア毎のマーケット特性に合わせた提

案を実施し利益改善に取り組んでまいります。
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また、平成31年３月１日より営業本部内に物流改革室を新設し、各物流セ

ンターの高度平準化を推し進めることにより、高止まりしている物流コスト

抑制に取り組んでまいります。

ペッツバリュー株式会社では、店舗開発事業における事業モデルを全国へ

水平展開し、管理店舗数を更に増加させてまいります。また、商品開発事業

では高付加価値商品の新規開発及び既存商品における戦略商品の販売拡大

に注力してまいります。

株式会社Ｉ＆Ｉでは、得意先様への営業企画提案や仕入先へのプロモーシ

ョン戦略を提案し、卸売事業の販売促進などグループシナジーの最大化に取

り組んでまいります。

次期連結会計年度の業績に関しましては、当社グループ一丸となって課題

に取り組み、確実に成果に結びつけていく所存であります。

今後とも株主の皆様におかれましては、何卒一層のご支援ご指導を賜りま

すようお願い申し上げます。

(５) 財産及び損益の状況の推移

区　分
第 45 期

(平成28年２月期)
第 46 期

(平成29年２月期)
第 47 期

(平成30年２月期)

第 48 期
(当連結会計年度)
(平成31年２月期)

売 上 高(千円) 75,256,506 77,689,778 79,786,597 81,054,216

経 常 利 益 又 は
経常損失（△）(千円)

△306,139 291,495 231,338 71,960

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 又 は
当期純損失（△）(千円)

△212,249 555,802 175,427 △17,729

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

△35円16銭 92円08銭 29円12銭 △2円94銭

総 資 産(千円) 24,992,136 24,993,003 26,249,081 27,278,407

純 資 産(千円) 8,656,423 8,896,335 8,994,832 8,861,221

１株当たり 純 資 産額 1,434円16銭 1,471円76銭 1,488円53銭 1,464円95銭

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済

株式総数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により

算出しております。
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(６) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会社名
資本金
（千円）

当社の議決権比率
（％）

主要な事業内容

ペッツバリュー株式会社 30,000 100
ペットフード・ペット用品の商品開発事業
ペットショップ店舗開発事業

株 式 会 社 Ｉ ＆ Ｉ 10,000 60
ペット用品の販売促進ツールの企画・製作
事業

株式会社ペットペット 27,453 51 ペット総合情報サイト運営事業

（注）株式会社ケイ・スタッフは、平成30年４月26日付で株式会社Ｉ＆Ｉに商号を変更しており

ます。

③　その他

　該当事項はありません。

(７) 主要な事業内容（平成31年２月28日現在）

　ペットフード・ペット用品の卸売事業、ペット関連教育事業

　ペットフード・ペット用品の商品開発事業、ペットショップ店舗開発事業

　ペット用品の販売促進ツールの企画・製作事業

　ペット総合情報サイト運営事業
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(８) 主要な営業所（平成31年２月28日現在）

①　エコートレーディング株式会社

本社　　　兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目１番23号

営業本部　東京都品川区西五反田７丁目22番17号

支店　　　札幌(北海道石狩市)　　　　　東北(宮城県登米市)

　関東

　　　第１営業部(埼玉県三郷市)

　　　第２営業部(埼玉県三郷市)

　　　横浜営業部(横浜市瀬谷区)

　名古屋(名古屋市港区)　　　　関西第１(兵庫県西宮市)

　関西第２（大阪府八尾市）　　四国(香川県綾歌郡宇多津町)

　広島(広島県山県郡北広島町)　福岡(福岡県糟屋郡宇美町)

営業所　　沖縄(沖縄県宜野湾市)

エコーペットビジネス総合学院(兵庫県尼崎市)

②　ペッツバリュー株式会社

本社　　　兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目１番23号

③　株式会社Ｉ＆Ｉ

本社　　　東京都新宿区築地町９番地

プロモーション開発室

　　　　　大阪府八尾市久宝寺６丁目７番19号

④　株式会社ペットペット

本社　　　兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目１番23号

(９) 使用人の状況（平成31年２月28日現在）

事　業　の　内　容 使 用 人 数 前　期　末　比

ペ ッ ト 関 連 事 業 327名 ４名増

 合　　計 327名 ４名増

（注）使用人数は就業人員数であり、パートタイマー等441名は上記の使用人数には含まれており

ません。
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(10) 主要な借入先（平成31年２月28日現在）

借　　　入　　　先 借　入　額　（千円）

株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,900,000

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,400,000

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,100,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 500,000

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 100,000

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

２．会社の株式に関する事項（平成31年２月28日現在）

 (１) 発行可能株式総数 12,000,000株

 (２) 発行済株式の総数 6,029,601株

 （注）発行済株式の総数は自己株式（6,945株）を控除して記載しております。

 (３) 株主数 3,722名
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(４) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

国分グループ本社株式会社 1,105,064株 18.33％

高 橋 一 彦 422,451 7.01

エコートレーディング
共 栄 会

288,300 4.78

伊藤忠商事株式会社 220,000 3.65

古 谷 洋 作 155,100 2.57

日本マスタートラスト
信 託 銀 行 株 式 会 社
（ 信 託 口 ）

113,000 1.87

日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ５ ）

88,700 1.47

バンク　オブ　ニューヨーク
　ジーシーエム　クライアン
ト　アカウント　ジェイピー
アールデイ　アイエスジー　
エ フ イ ー － エ イ シ ー

87,395 1.45

日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ）

81,700 1.35

古 谷 訓 子 76,700 1.27

　　　　（注）持株比率は自己株式（6,945株）を控除して計算しております。

(５) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

３．会社の新株予約権等に関する事項

(１) 当事業年度末日における新株予約権の状況

該当事項はありません。

(２) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(３) その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(１) 取締役の状況（平成31年２月28日現在）

会社における地位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 高 橋 一 彦 株式会社ペットペット代表取締役社長

代 表 取 締 役 社 長 豊 田 　 実 株 式 会 社 Ｉ ＆ Ｉ 代 表 取 締 役 社 長

専 務 取 締 役 新 森 英 機 人 事 総 務 本 部 長

常 務 取 締 役 堀 　 和 仁 経 理 ・ シ ス テ ム 本 部 長

取 締 役 武 脇 隆 治
営 業 本 部 長
ペッツバリュー株式会社代表取締役社長

取 締 役 相 澤 正 邦

国 分 グ ル ー プ 本 社 株 式 会 社
取締役執行役員経営統括本部副本部長
兼 経 営 企 画 部 長
兼 ヘ ル ス ケ ア 統 括 部 長

取締役（常勤監査等委員） 平 藤 丈 征

取締役（監査等委員） 古 西 　 豊 公 認 会 計 士 ・ 税 理 士

取締役（監査等委員） 古 川 幸 伯 弁 護 士

（注）１．取締役相澤正邦氏は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）古西　豊氏及び取締役（監査等委員）古川幸伯氏は、社外取締

役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ております。

３．取締役（監査等委員）古西　豊氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財

務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

４．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高

め、監査・監督機能を強化するために平藤丈征氏を常勤の監査等委員として選定して

おります。

５．平成30年５月23日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって、取締役赤川　進氏、

取締役平藤丈征氏及び取締役（監査等委員）大藤　淳氏は、任期満了により退任いた

しました。

６．平成30年５月23日開催の第47回定時株主総会において、武脇隆治氏は取締役に選任さ

れ就任し、平藤丈征氏は取締役（監査等委員）に選任され就任いたしました。

７．平成30年３月１日付で取締役の担当を次のとおり変更しております。

氏　名 新役職及び担当 旧役職及び担当

堀 　 和 仁 常務取締役経理・システム本部長
常 務 取 締 役 経 理 財 務 本 部 長
兼 情 報 シ ス テ ム 部 管 掌

平 藤 丈 征 取 締 役 内 部 監 査 室 管 掌
取 締 役
ペッツバリュー株式会社代表取締役社長
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(２) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役相澤正邦氏及び各取締役（監査等委員）は、会社法第

427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、

2,000千円又は同法第425条第１項に定める額のいずれか高い額としており

ます。

(３) 取締役の報酬等の額

区 分

取締役（監査等委員を除く） 取締役（監査等委員） 計

支給
人員

支給額(千円)
支給
人員

支給額(千円)
支給
人員

支給額(千円)

定 款 又 は 株 主 総
会 決 議 に 基 づ く
報 酬

基 本 報 酬 ７名 115,728 ４名 14,191 11名 129,919

譲渡制限付
株 式 報 酬

７名 7,997 － － ７名 7,997

株 主 総 会 決 議 に
基 づ く 賞 与

－ － － － － －

計 123,725 14,191 137,916

（注）１．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成28年５月25日開催の第45回定時株

主総会において、月額30,000千円以内（うち社外取締役5,000千円以内）と決議いただ

いております。なお、取締役（監査等委員を除く）の報酬額には、使用人兼務取締役

の使用人分給与は含まないものとさせていただいております。また別枠で、平成29年

５月24日開催の第46回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役及び

社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額40,000

千円以内と決議いただいております。

２．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成28年５月25日開催の第45回定時株主総会

において、月額10,000千円以内と決議いただいております。

３．取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は

含まれておりません。

４．役員退職慰労金につきましては、平成16年５月26日開催の第33回定時株主総会で、役

員退職慰労金制度廃止に伴う267,262,790円を上限とする役員退職慰労金の打切り支

給が決議され、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会

に一任いただいております。

５．取締役（監査等委員を除く）の基本報酬及び譲渡制限付株式報酬の支給人員は、平成

30年５月23日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって退任した２名及び同日に選

任された１名を含み、無報酬の１名を除いております。
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６．取締役（監査等委員）の基本報酬の支給人員は、平成30年５月23日開催の第47回定時

株主総会終結の時をもって退任した１名及び同日に選任された１名を含んでおります。

(４) 社外役員に関する事項

①　社外取締役（監査等委員を除く）

１）他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況

取締役相澤正邦氏は、国分グループ本社株式会社の取締役執行役員経

営統括本部副本部長であります。国分グループ本社株式会社は当社の

大株主であり、当社は同社との間に商品売買の取引関係があります。

２）他の法人等の社外役員の兼任状況

該当事項はありません。

３）会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員との親族関係

該当事項はありません。

４）当事業年度における主な活動内容

氏 名
取締役会(12回開催)

発　言　状　況
出席回数 出 席 率

相澤正邦 11回 91.7％
主に国分グループ本社株式会社の取締役執行役員として
の豊富な経験と見識に基づく発言を行っております。

５）報酬等の総額

該当事項はありません。

６）子会社から受けている報酬等の総額

該当事項はありません。

７）上記記載内容に関する社外役員の意見

該当事項はありません。

②　社外取締役（監査等委員）

１）他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況

該当事項はありません。

２）他の法人等の社外役員の兼任状況

該当事項はありません。

３）会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員との親族関係

該当事項はありません。
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４）当事業年度における主な活動内容

氏 名
取締役会(12回開催) 監査等委員会( 1 2回開催)

発　言　状　況
出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

古西　豊 11回 91.7％ 11回 91.7％
主に公認会計士・税理士とし
ての専門的見地からの発言を
行っております。

古川幸伯 12回 100.0％ 12回 100.0％
主に弁護士としての専門的見
地からの発言を行っておりま
す。

５）報酬等の総額

区　　　　　　　　　分
社外取締役（監査等委員）

支 給 人 員 支 給 額 （ 千 円 ）

定 款 又 は 株 主 総 会 決 議 に 基 づ く 報 酬 ２名 6,000

株 主 総 会 決 議 に 基 づ く 賞 与 － －

計 6,000

６）子会社から受けている報酬等の総額

該当事項はありません。

７）上記記載内容に関する社外役員の意見

該当事項はありません。

(５) その他会社役員に関する重要な事項

該当事項はありません。
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５．会計監査人に関する事項

(１) 名称

　有限責任監査法人トーマツ

(２) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

金額(千円)

公認会計士法第２条第１項の業務（監査業
務）に係る報酬等の額

29,000

①当社の当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額

公認会計士法第２条第１項の業務以外の業
務（非監査業務）に係る報酬等の額

－

 計 29,000

②当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額

29,000

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人について、前事業年度の監査実績の分析及び評価を行い

ました。また、監査計画と実績を対比し計画どおりに終了したことを確認しました。

それらを踏まえた当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見

積りの相当性を審議し、会計監査人の監査報酬は妥当と認め同意いたしました。

(３) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(４) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

①　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号（会計監査人の

解任事由）に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全

員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委

員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におい

て、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

②　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は

不再任に関する議案の内容を決定いたします。

③　監査等委員会は、上記の他、会計監査人の監査の品質や監査報酬等を総

合的に勘案し、必要があると認められる場合は、株主総会に提出する会

計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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(５) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第

１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、28,000千円

又は同法第425条第１項に定める額のいずれか高い額としております。

６．業務の適正を確保するための体制

　当社は、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及び

その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと

して法務省令で定める体制の整備」の基本方針（内部統制システム整備の基

本方針）を以下のとおり定め、この体制のもとで業務の有効性と効率性を引

き上げることにより業績向上と収益性を確保し、適法性の確保及びリスクの

管理に努めるとともに、経営環境の変化に対応して随時更新し、維持・改善

していくこととします。

(１) 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

①　取締役会は、取締役会規程に基づき当社の業務執行を決定する。

②　取締役は、業務執行状況を取締役会規程に基づき取締役会に報告すると

ともに、他の取締役の職務執行を相互に監督する。

③　取締役の職務執行は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等規程に

基づき監査等委員会の監査を受ける。

④　当社は、当社の取締役及び使用人がとるべき行動の基準や規範を「エコ

ートレーディンググループ企業行動規範」で定め、周知徹底するととも

に、コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、コンプライアン

ス体制の整備・維持に努める。

(２) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　取締役の職務の執行に係る情報については、文書・帳票管理規程に基づ

きその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理

する。

②　当該情報の保存期間は、文書・帳票管理規程によるものとする。
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(３) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクに

ついての管理責任者を決定し、同規程に基づいたリスク管理体制を当社

グループ全体で整備する。

②　不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本

部を設置し、事態の内容に適合した迅速な対応を行い、損失の拡大を防

止しこれを最小限に止める体制を当社グループ全体で整備する。

(４) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体

制

①　取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催す

るものとし、経営方針及び経営戦略等の当社の業務執行を決定する。

②　取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役の業務執行機能と

意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任を明確化するこ

とを目的として導入されている執行役員制度の下、組織規程・職務分掌

規程・職務権限規程に基づき実行する。

(５) 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

①　当社は、当社の取締役及び使用人がとるべき行動の基準や規範を「エコ

ートレーディンググループ企業行動規範」で定め、周知徹底するととも

に、コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、コンプライアン

ス体制の整備・維持に努める。

②　業務執行部門から独立し、代表取締役社長直属の部署である内部監査部

門が、監査等委員会や会計監査人と連携しながら定期的に内部監査を実

施し、改善提案や勧告等を含めてその結果を代表取締役社長及び被監査

部門に適宜報告することにより、会社財産の保全及び経営効率の向上に

努める。
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(６) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

①　当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関す

る体制

当社は、子会社が当社へ報告する内容や手続きを定めた関係会社管理

規程に基づき、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告を受

け、これに対し適切な指導・助言を行う。

②　当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々

のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に基づいたリスク管

理体制を当社グループ全体で整備する。

③　当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制

当社は、子会社を育成強化することを目的とする関係会社管理規程に

基づき、子会社の取締役等の職務の執行を監督する。

④　当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制

１　当社は、当社グループの取締役及び使用人がとるべき行動の基準や規

範を「エコートレーディンググループ企業行動規範」で定め、子会社

に周知徹底するとともに、コンプライアンス規程及び内部通報規程に

基づき、子会社のコンプライアンス体制の整備・維持に努める。

２　当社の監査等委員会及び内部監査部門は、必要に応じて子会社の監査

を実施する。

(７) 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた

場合における当該使用人に関する事項と当該使用人の取締役（監査等委員

である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

①　当社は、当該使用人を置くことを監査等委員会から求められた場合には、

監査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で配置する。

②　当該使用人の任命、解任、評価、人事異動、賃金等の改定については、

監査等委員会の同意を得たうえで決定することとし、取締役（監査等委

員である取締役を除く。）からの独立性を確保する。
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(８) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の

確保に関する事項

①　監査等委員会は、その職務を執行するために、当該使用人に対し必要な

業務を指示することができる。

②　当該使用人が、他部門の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の指示

を優先する。

(９) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人の監査等委員会へ

の報告に関する体制

①　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が当社の

監査等委員会に報告をするための体制

１　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社に著

しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときや、当

社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事

実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する。

２　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委

員会の求めに応じて当社の業務執行状況を報告する。

３　監査等委員会は、当社の法令遵守体制の運用に問題があると認めると

きは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるも

のとする。

②　当社の子会社の取締役等及び使用人が当社の監査等委員会に報告をする

ための体制

１　当社は、子会社の取締役等及び使用人が、子会社に著しい損害を及ぼ

すおそれのある事実があることを発見したときや、子会社における重

大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した

場合には、直ちに監査等委員会に報告する体制を整備する。

２　当社の監査等委員会は、必要に応じ子会社に対して業務の状況につい

て報告を求め、子会社の業務の適正を監査する。

(10) 当社の監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由とし

て不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、当社の監査等委員会に当該報告をした者が、当該報告を行ったこ

とを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を、内部

通報規程に準じて整備する。
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(11) 当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するもの

に限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還

等の請求を行ったときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認め

られた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(12) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するた

めの体制

①　監査等委員会は、内部監査部門から定期的な報告を受けるとともに、会

計監査人と定期的に意見交換を行い、三者間の連携を密にすることによ

り監査等委員会の監査の実効性を高める。

②　監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題

について意見交換を行う。

７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(１) コンプライアンス

　当社グループ内のウェブサイトに掲載する社内報に、コンプライアンスの

欄を設置し、会社としての取り組みや連絡等を記載することにより、全従業

員に対してコンプライアンス意識の向上を促し、不正行為等の防止を図って

おります。

　当事業年度の11月から２月までの間に、当社グループの全従業員を対象と

したコンプライアンス講習会を実施いたしました。

(２) リスクマネジメント

　災害に関する取り組みとして、全従業員に携行用として配布している「エ

コートレーディンググループ企業行動規範」の裏面に、「異常事態・大規模

地震発生時　社員行動要領」を記載し、災害発生時の行動要領を周知してお

ります。

　年に１回、部門長に「リスク調査票」を配布し、新たに発生したリスクや

変更のあったリスクを把握し、評価を行い、その対応を決めております。

　今後発生が危惧される「南海トラフ地震」等の大規模災害に対する基本計

画を中心とした「エコートレーディンググループ事業継続計画書」を当事業

年度において作成し、当社グループの全従業員に周知いたしました。
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(３) 財務報告に係る内部統制

　年に４回開催している内部統制委員会において、内部統制システムの構築

及び運用の充実・円滑化を図り、財務報告に係る内部統制の有効性を評価し

ております。

(４) 内部監査体制

　内部監査計画に基づき、当社及び子会社の内部監査を実施いたしました。

８．会社の支配に関する基本方針

特に記載すべき事項はありません。

９．剰余金の配当等の決定に関する方針

該当事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成31年２月28日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品

貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

25,076,374

3,221,290

16,352,580

3,194,801

14,793

45,276

2,180,682

72,582

△5,633

2,202,032

1,239,870

309,655

886,211

44,003

97,773

97,773

864,388

563,701

32,991

269,895

△2,200

流 動 負 債 18,044,578

支払手形及び買掛金 10,358,659

短 期 借 入 金 5,000,000

未 払 金 2,334,871

未 払 法 人 税 等 59,068

賞 与 引 当 金 51,005

そ の 他 240,974

固 定 負 債 372,607

そ の 他 372,607

負 債 合 計 18,417,185

純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,662,118

資 本 金 1,988,097

資 本 剰 余 金 1,944,862

利 益 剰 余 金 4,729,605

自 己 株 式 △447

その他の包括利益累計額 170,962

その他有価証券評価差額金 170,962

非 支 配 株 主 持 分 28,140

純 資 産 合 計 8,861,221

資 産 合 計 27,278,407 負 債 純 資 産 合 計 27,278,407
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連 結 損 益 計 算 書

（平成30年３月１日から
平成31年２月28日まで）

（単位：千円）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額

売 上 高 81,054,216

売 上 原 価 71,450,289

売 上 総 利 益 9,603,927

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,534,779

営 業 利 益 69,148

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,678

受 取 配 当 金 9,429

業 務 受 託 料 26,205

そ の 他 19,260 57,574

営 業 外 費 用

支 払 利 息 25,648

手 形 売 却 損 6,022

電 子 記 録 債 権 売 却 損 12,615

そ の 他 10,476 54,763

経 常 利 益 71,960

特 別 利 益

受 取 保 険 金 364

そ の 他 7 371

特 別 損 失

災 害 に よ る 損 失 9,026

そ の 他 36 9,063

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 63,268

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 53,595

法 人 税 等 調 整 額 29,251 82,847

当 期 純 損 失 △19,578

非支配株主に帰属する当期純損失 △1,849

親会社株主に帰属する当期純損失 △17,729
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連結株主資本等変動計算書

（平成30年３月１日から
平成31年２月28日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,988,097 1,944,653 4,867,989 △446 8,800,293

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △120,655 △120,655

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△17,729 △17,729

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

連結子会社株式の売却に
よ る 持 分 の 増 減

209 209

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － 209 △138,384 △0 △138,175

当 期 末 残 高 1,988,097 1,944,862 4,729,605 △447 8,662,118

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 184,339 184,339 10,200 8,994,832

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △120,655

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△17,729

自 己 株 式 の 取 得 △0

連結子会社株式の売却に
よ る 持 分 の 増 減

209

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

△13,377 △13,377 17,940 4,563

当 期 変 動 額 合 計 △13,377 △13,377 17,940 △133,611

当 期 末 残 高 170,962 170,962 28,140 8,861,221
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連　結　注　記　表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び名称

　①連結子会社の数　　　　　　　３社

　②連結子会社の名称　　　　　　ペッツバリュー株式会社

株式会社Ｉ＆Ｉ

株式会社ペットペット

(2) 非連結子会社

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数及び名称

　該当事項はありません。

(2) 持分法を適用しない関連会社

　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

②たな卸資産

商品　　　　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用して

おります。

貯蔵品　　　　　　　　　　　最終仕入原価法を採用しております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産　　　　　　　　定率法を採用しております。

　（リース資産を除く）　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く。）並びに平成28年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法を

採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　３年～31年

②無形固定資産　　　　　　　　定額法を採用しております。

　（リース資産を除く）　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

③リース資産　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

②賞与引当金　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(4) その他連結計算書類作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理　　　　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）

１．連結損益計算書

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別利益」の「投資有価証券売却

益」は、特別利益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度においては「その

他」に含めて表示しております。

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「固定資産除却損」

は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度においては「その他」

に含めて表示しております。
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（連結貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産

 (1) 担保提供資産 建物 50,949千円

土地 220,500千円

　計 271,449千円

 (2) 上記に対応する債務

２．有形固定資産の減価償却累計額

短期借入金 820,000千円

1,332,827千円

３．受取手形割引高 1,200,093千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数(株) 当連結会計年度増加株式数(株) 当連結会計年度減少株式数(株) 当連結会計年度末株式数(株)

普 通 株 式 6,036,546 － － 6,036,546

２．当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

（ 決 議 ） 株式の種類 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日

平成30年５月23日
定 時 株 主 総 会

普通株式 60,359 10 平成30年２月28日 平成30年５月24日

平成30年10月10日
取 締 役 会

普通株式 60,296 10 平成30年８月31日 平成30年11月９日

３．当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

令和元年５月22日開催予定の定時株主総会に、次のとおり付議する予定であります。

（ 決 議 ） 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

令和元年５月22日
定 時 株 主 総 会

普通株式 60,296 利益剰余金 10 平成31年２月28日 令和元年５月23日
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達につ

いては銀行借入による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　未収入金は、主に仕入先に対する未収仕入割戻金であります。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス

クに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日でありま

す。

　短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の

変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、取引先ごとの期日管理

及び残高管理を行い、取引先ごとの信用状況を定期的に把握することにより、リスク

低減を図っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　借入金の金利変動リスクについては、定期的に市場金利の状況を把握しております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、各社が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性

の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん

でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり

ます。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　平成31年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

以下のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含

まれておりません（（注）２．をご参照下さい。）。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 3,221,290 3,221,290 －

(2) 受取手形及び売掛金 16,352,580 16,352,580 －

(3) 未収入金 2,180,682 2,180,682 －

(4) 投資有価証券 493,059 493,059 －

　資産計 22,247,613 22,247,613 －

(1) 支払手形及び買掛金 10,358,659 10,358,659 －

(2) 短期借入金 5,000,000 5,000,000 －

(3) 未払金 2,334,871 2,334,871 －

　負債計 17,693,531 17,693,531 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 未収入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

　この時価について、株式等は取引所の価格によっております。

負　債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。

　　　２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 70,641

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
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　　　３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１ 年 以 内
（ 千 円 ）

１ 年 超
５ 年 以 内
（ 千 円 ）

５ 年 超
1 0 年 以 内
（ 千 円 ）

1 0 年 超
（ 千 円 ）

現金及び預金 3,221,290 － － －

受取手形及び売掛金 16,352,580 － － －

未収入金 2,180,682 － － －

合　計 21,754,553 － － －

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 1,464円95銭

２．１株当たり当期純損失 △2円94銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表

（平成31年２月28日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

従業員に対する長期貸付金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

23,868,815

2,676,756

42,937

3,530,238

12,675,771

3,032,800

5,488

49,030

35,787

1,800,079

25,449

△5,525

2,194,435

1,236,256

308,506

355

0

0

8,302

886,211

32,881

94,105

80,734

2,684

10,687

864,073

563,701

7,452

4,721

31,191

500

43,533

215,173

△2,200

流 動 負 債 17,167,136

支 払 手 形 372,726

買 掛 金 9,832,157

短 期 借 入 金 5,000,000

リ ー ス 債 務 14,779

未 払 金 1,664,377

未 払 費 用 131,834

未 払 法 人 税 等 32,353

未 払 消 費 税 等 31,067

前 受 金 21,556

預 り 金 11,429

賞 与 引 当 金 46,200

そ の 他 8,653

固 定 負 債 318,407

リ ー ス 債 務 26,134

役員退職慰労未払金 47,850

繰 延 税 金 負 債 76,010

資 産 除 去 債 務 40,732

そ の 他 127,680

負 債 合 計 17,485,543

純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,406,745

資 本 金 1,988,097

資 本 剰 余 金 1,931,642

資 本 準 備 金 1,931,285

そ の 他 資 本 剰 余 金 356

利 益 剰 余 金 4,487,452

利 益 準 備 金 84,922

そ の 他 利 益 剰 余 金 4,402,529

別 途 積 立 金 3,800,000

繰 越 利 益 剰 余 金 602,529

自 己 株 式 △447

評価・換算差額等 170,962

その他有価証券評価差額金 170,962

純 資 産 合 計 8,577,707

資 産 合 計 26,063,251 負 債 純 資 産 合 計 26,063,251

－ 31 －

貸借対照表、損益計算書



損　益　計　算　書

（平成30年３月１日から
平成31年２月28日まで）

（単位：千円）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額

売 上 高 80,011,449

売 上 原 価 70,802,673

売 上 総 利 益 9,208,776

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,230,535

営 業 損 失 △21,759

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,646

受 取 配 当 金 9,429

受 取 賃 貸 料 22,808

業 務 受 託 料 26,149

そ の 他 14,860 75,894

営 業 外 費 用

支 払 利 息 25,463

手 形 売 却 損 6,022

電 子 記 録 債 権 売 却 損 12,615

そ の 他 9,595 53,697

経 常 利 益 437

特 別 利 益

子 会 社 株 式 売 却 益 16,000

そ の 他 371 16,371

特 別 損 失

災 害 に よ る 損 失 9,026

そ の 他 29 9,056

税 引 前 当 期 純 利 益 7,753

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 23,751

法 人 税 等 調 整 額 32,601 56,352

当 期 純 損 失 △48,599
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株主資本等変動計算書

（平成30年３月１日から
平成31年２月28日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 1,988,097 1,931,285 356 1,931,642 84,922 3,800,000 771,783 4,656,706 △446 8,576,000

当期変動額

剰 余 金 の
配 当

△120,655 △120,655 △120,655

当期純損失 △48,599 △48,599 △48,599

自 己 株 式
の 取 得

△0 △0

株 主 資 本
以 外 の
項 目 の 当
期 変 動 額
( 純 額 )

当期変動額
合 計

－ － － － － － △169,254 △169,254 △0 △169,254

当期末残高 1,988,097 1,931,285 356 1,931,642 84,922 3,800,000 602,529 4,487,452 △447 8,406,745

評価・換算差額等

純資産合計そ の 他 有 価 証
券 評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 184,339 8,760,339

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △120,655

当 期 純 損 失 △48,599

自己株式の取得 △0

株主資本以外の
項 目 の 当 期
変動額(純額)

△13,377 △13,377

当期変動額合計 △13,377 △182,632

当 期 末 残 高 170,962 8,577,707
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個　別　注　記　表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

②その他有価証券

時価のあるもの　　　　　 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

時価のないもの　　　　　 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品　　　　　　　　　　　 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用して

おります。

②貯蔵品　　　　　　　　　　 最終仕入原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産　　　　　　　　　定率法を採用しております。

　　（リース資産を除く）　　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く。）並びに平成28年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法を

採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　３年～31年

(2) 無形固定資産　　　　　　　　　定額法を採用しております。

（リース資産を除く）　　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

(3) リース資産　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。
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３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(2) 賞与引当金　　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額のうち当期負担額を計上しております。

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理　　　　　　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）

　１．損益計算書

　前事業年度において、独立掲記しておりました「特別利益」の「投資有価証券売却益」

は、特別利益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度においては「その他」に含

めて表示しております。

　前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「固定資産除却損」は、

特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度においては「その他」に含めて

表示しております。

（貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産

 (1) 担保提供資産 建物 50,949千円

土地 220,500千円

　計 271,449千円

 (2) 上記に対応する債務 短期借入金 820,000千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 1,325,514千円

３．受取手形割引高 1,200,093千円

４．関係会社に対する金銭債権・債務

 (1) 短期金銭債権 35,616千円

 (2) 短期金銭債務 1,106,544千円
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（損益計算書に関する注記）

１．関係会社との取引高

 (1) 売上高 191,347千円

 (2) 仕入高 6,689,285千円

 (3) その他の営業取引高 57,509千円

 (4) 営業取引以外の取引高 20,733千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１．当事業年度の末日における自己株式の数

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数(株)

普 通 株 式 644 6,301 － 6,945

（注）普通株式の増加6,301株は、譲渡制限付株式の無償取得6,300株及び単元未満株式の買取り

１株によるものであります。

－ 36 －

個別注記表



（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 (1) 繰延税金資産（流動）

賞与引当金 14,127千円

未払事業税 6,932千円

たな卸資産評価損 9,849千円

その他 6,506千円

繰延税金資産（流動）合計 37,416千円

繰延税金負債（流動）

前払金 △795千円

その他 △833千円

繰延税金負債（流動）合計 △1,628千円

繰延税金資産（流動）の純額 35,787千円

 (2) 繰延税金資産（固定）

未払役員退職慰労金 14,632千円

従業員長期未払金 34,734千円

減損損失 11,919千円

減価償却超過額 3,086千円

関係会社株式評価損 20,136千円

資産除去債務 12,455千円

出資金評価損 3,088千円

株式報酬費用 4,882千円

繰越欠損金 43,748千円

その他 1,241千円

繰延税金資産（固定）小計 149,927千円

評価性引当額 △149,927千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △75,279千円

その他 △730千円

繰延税金負債（固定）合計 △76,010千円

繰延税金負債（固定）の純額 △76,010千円
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（リースにより使用する固定資産に関する注記）

１．貸借対照表に計上した固定資産のほか、オフィスコンピュータ等については所有権移転外

ファイナンス・リース契約により使用しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

種 類
会 社 等

の 名 称

議 決 権 等 の

所有(被所有)

割 合

関 連 当 事 者

と の 関 係
取引の内容

取 引 金 額

(千円)
科 目

期 末 残 高

(千円)

その他の
関係会社

国分グループ
本社㈱

被所有
直接  18.3％

役員の兼任
商品の仕入

商品の仕入
（注）１．

6,256,174 買掛金 1,061,276

役員及び
その近親者

高橋　良一
被所有
直接  1.0％

当社
名誉会長ファ
ウンダー

給与の支払
（注）２．

12,460 － －

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお

ります。

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．市場価格を勘案して、取引条件を決定しております。

２．給与については、業務内容を勘案し協議のうえ決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 1,422円60銭

２．１株当たり当期純損失 △8円06銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成31年４月11日

エコートレーディング株式会社

取 締 役 会　御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 村 圭 志 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 東 昌 一 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、エコートレーディング株式会社の
平成30年３月１日から平成31年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算
書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算
書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統
制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書
類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、エコートレーディング株式会社及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成31年４月11日

エコートレーディング株式会社

取 締 役 会　御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 村 圭 志 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 東 昌 一 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、エコートレーディング株式
会社の平成30年３月１日から平成31年２月28日までの第48期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが
含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成30年３月１日から平成31年２月28日までの第48期
事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法
及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事
項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、当期の監

査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重
要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する
事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思
疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計
監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状
況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると
認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内
容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相
当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相
当であると認めます。

平成31年４月12日

エコートレーディング株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 平 藤 丈 征 ㊞

監 査 等 委 員 古 西 　 豊 ㊞

監 査 等 委 員 古 川 幸 伯 ㊞

（注）監査等委員古西　豊及び古川幸伯は、会社法第２条第15号及び第331
条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第48期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開

等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

（１）配当財産の種類

      金銭といたします。

（２）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は60,296,010円となります。

これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金は、１株につき　

20円となります。

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

　令和元年５月23日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員

（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者に

ついて適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 数

１

たか

高
はし

橋
かず

一
ひこ

彦

(昭和32年２月14日生)

昭和59年３月　当社入社

昭和59年３月　当社名古屋営業所長

昭和61年６月　当社取締役

平成２年５月　当社常務取締役営業本部長

平成７年５月　当社専務取締役

平成９年３月　当社専務取締役営業本部長

平成13年３月　当社代表取締役社長

平成19年10月　ペッツバリュー株式会社代表

　　　　　　　取締役社長

平成25年４月　株式会社ペットペット代表取

　　　　　　　締役社長（現任）

平成25年10月　当社代表取締役社長兼営業本

　　　　　　　部長

平成28年３月　当社代表取締役会長（現任）

（重要な兼職の状況）

　株式会社ペットペット代表取締役社長

422,451株

（取締役候補者とした理由）

　高橋一彦氏は、平成13年より当社代表取締役社長として経営を牽引し現在は当社代表取締役

　会長を務めています。ペット業界における豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社グループ

　の発展に寄与しております。持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引

　き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 数

２

とよ

豊
だ

田
 

　
みのる

実

(昭和30年９月19日生)

平成27年１月　当社入社

平成27年１月　当社営業本部顧問

平成27年３月　当社経営改革本部長

平成27年５月　当社取締役副社長兼経営改革

　　　　　　　本部長

 平成28年３月　当社代表取締役社長（現任）

 平成30年４月　株式会社Ｉ＆Ｉ代表取締役社

 　　　　　　　長（現任）

 （重要な兼職の状況）

 　株式会社Ｉ＆Ｉ代表取締役社長

64,500株

（取締役候補者とした理由）

　豊田　実氏は、食品関連企業の取締役を務めた後、当社に入社、副社長として経営に携わり、

　現在は代表取締役社長を務めています。豊富な経験と幅広い知識、人脈を活かし、当社グル

　ープの発展に寄与しております。持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、

　引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
 番  号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 数

３

しん

新
もり

森
ひで

英
き

機

(昭和30年11月３日生)

昭和62年９月　当社入社

平成９年３月　当社営業本部営業企画部長

平成９年５月　当社取締役営業本部営業企画

　　　　　　　部長

平成10年９月　当社取締役経営企画室長兼営

　　　　　　　業本部営業企画部長

平成13年４月　当社常務取締役営業副本部長

　　　　　　　兼関西統括部長

平成14年９月　当社常務取締役物流本部長兼

　　　　　　　物流部長

平成15年３月　当社常務取締役物流本部長

平成16年３月　当社常務取締役物流・システ

　　　　　　　ム本部長

平成16年５月　当社常務取締役兼常務執行役

　　　　　　　員物流・システム本部長

平成19年５月　当社専務取締役物流・システ

　　　　　　　ム本部長

平成23年７月　当社専務取締役経営企画室長

平成26年４月　当社専務取締役経営企画室長

　　　　　　　兼通販担当

平成27年３月　当社専務取締役人事総務本部

　　　　　　　長兼通販担当

平成27年４月　当社専務取締役人事総務本部

　　　　　　　長（現任）

16,300株

（取締役候補者とした理由）

　新森英機氏は、当社及びグループ会社で長年にわたり経営企画、物流、情報システム、人事、

　総務等の業務に携わり、同分野における豊富な経験と知識を有しております。持続的な企業

　価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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 候補者
 番  号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 数

４

ほり

堀
 

　
かず

和
ひと

仁

(昭和32年11月28日生)

平成２年９月　当社入社

平成９年３月　当社管理本部経理部長

平成11年５月　当社取締役管理本部経理部長

平成16年３月　当社取締役財務本部長

平成16年５月　当社取締役兼執行役員財務本

　　　　　　　部長

平成19年５月　当社常務取締役財務本部長

平成21年10月　当社常務取締役管理本部長

平成27年３月　当社常務取締役経理財務本部

　　　　　　　長

平成29年９月　当社常務取締役経理財務本部

　　　　　　　長兼情報システム部管掌

平成30年３月　当社常務取締役経理・システ

　　　　　　　ム本部長（現任）

7,650株

（取締役候補者とした理由）

　堀　和仁氏は、当社及びグループ会社で長年にわたり経理、財務、人事、総務、情報システ

　ム等の業務に携わり、同分野における豊富な経験と知識を有しております。持続的な企業価

　値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

５

たけ

武
わき

脇
たか

隆
はる

治

(昭和38年２月11日生)

平成15年５月　当社入社

平成18年５月　当社執行役員営業本部商品統

　　　　　　　括部長

平成27年９月　当社執行役員営業本部営業商

　　　　　　　品統括部長

平成28年３月　当社上席執行役員営業本部営

　　　　　　　業商品統括部長

平成28年９月　当社上席執行役員営業副本部

　　　　　　　長兼広域量販統括部長

平成30年３月　当社上席執行役員営業本部長

　　　　　　　兼ペッツバリュー株式会社代

　　　　　　　表取締役社長

平成30年５月　当社取締役営業本部長兼ペッ

　　　　　　　ツバリュー株式会社代表取締

　　　　　　　役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

　ペッツバリュー株式会社代表取締役社長

3,600株

（取締役候補者とした理由）

　武脇隆治氏は、当社営業本部長として営業に携わる一方、当社子会社の代表取締役社長とし

　て経営に携わるなど、豊富な経験と知識を有しております。持続的な企業価値向上の実現の

　ために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 47 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件



候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )

所有する当社
の 株 式 数

６

あい

相
ざわ

澤
まさ

正
くに

邦

(昭和33年８月４日生)

昭和57年４月　国分株式会社（現 国分グル

　　　　　　　ープ本社株式会社）入社

平成15年３月　同社経営統括室部長兼営業統

　　　　　　　括本部部長兼首都圏統括本部

　　　　　　　部長

平成21年４月　同社経理財務部長

平成22年７月　同社低温統括部部長

平成22年11月　同社低温統括部部長兼デリシ

　　　　　　　ャス・クック株式会社代表取

　　　　　　　締役社長

平成25年１月　同社執行役員低温・フードサ

　　　　　　　ービス統括部部長

平成27年１月　同社執行役員経営統括本部部

　　　　　　　長兼事業開発部長

平成27年５月　当社取締役（現任）

平成28年１月　国分グループ本社株式会社執

　　　　　　　行役員経営企画部長兼ヘルス

　　　　　　　ケア統括部長兼経営統括本部

　　　　　　　部長

平成29年３月　同社取締役執行役員経営統括

　　　　　　　本部副本部長兼経営企画部長

　　　　　　　兼ヘルスケア統括部長(現任)

（重要な兼職の状況）

　国分グループ本社株式会社取締役執行役員

　経営統括本部副本部長兼経営企画部長兼ヘ

　ルスケア統括部長

－株

（社外取締役候補者とした理由）

　相澤正邦氏を社外取締役候補者とした理由は、これまで培われた豊富な知識や経験等を当社

　の経営に活かしていただくためであり、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、

　その経験と見識から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断して

　おります。

（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．相澤正邦氏は、社外取締役候補者であります。

　　　３．相澤正邦氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

　　　　　は、本総会終結の時をもって４年となります。

　　　４．相澤正邦氏は、国分グループ本社株式会社の取締役執行役員であり、同社は当社の特

　　　　　定関係事業者（主要な取引先）に該当いたします。

－ 48 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件



　　　５．当社は、相澤正邦氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責

任の限度額は、2,000千円又は同法第425条第１項に定める額のいずれか高い額として

おり、相澤正邦氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であ

ります。

以　上

－ 49 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件



メ　　モ

メモ



メ　　モ

メモ



株主総会会場ご案内図

会　　　場　　兵庫県尼崎市長洲西通１丁目３番地23号

エコーペットビジネス総合学院５階　多目的ホール

　　　　　　　　　　電話：（０６）６４８３－４３７１

最　寄　駅　　ＪＲ　尼崎駅

【会場付近略図】 ＪＲ尼崎駅南出口　南西へ徒歩約２分

Ｎ
あまがさき

キューズモール

ＪＲ尼崎駅西
ＮＫビル

エディオン
ＪＲ尼崎駅店

北 口

南口バスターミナル

藤和シティホームズ

ＪＲ尼崎駅
至　三田 ・ 神戸 至　大阪

ホテル
ヴィスキオ

尼崎

エコーペットビジネス
総合学院

お　願　い：駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場

はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

地図


